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環境経営レポート

有限会社儀間商店

活動期間：２０２２年４月～２０２３年３月

【ご挨拶】

有限会社　儀間商店

代表取締役　大木　基季

有限会社　儀間商店は1987年創業以来、金属リサイクル業

（再生資源）を主に製造業者からの発生する金属、産業廃棄

物に含まれる金属（鉄・非鉄金属・レアメタルなど）のリサ

イクル事業と産業廃棄物収集運搬・産業廃棄物中間処理・産

業廃棄物再生処理を営んでまいりました。

資源リサイクルを通じて、サスティナブル社会の実現を目指

す中、環境にも与える影響が大きい事を受け止め、次頁の環

境経営方針を基に環境経営活動を展開し、地球環境に優しい

企業として環境への配慮も企業活動の大きな役割として捉え

新たな一歩を歩み出しました。

以下、「環境経営活動レポート」としての取り組みをまとめ

ましたので、私たちの取り組みをご高覧の上、ご指導、ご指

摘をいただき次の環境経営活動に生かして行きたいと存じま

す。
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３．節水活動による水使用量の削減に努めます。

４．事業活動での使用物品・事務用品費の環境配慮商品の購入品目を増やします。

５．事業活動で発生する廃棄物は、発生を抑制するとともに再使用の向上に努めます。

2023年4月25日

有限会社　儀間商店　　

代表取締役　大木　基季　　

　　　　　　Ⅰ．環境経営方針

環境経営方針

【基本理念】

有限会社儀間商店は、産業廃棄物の収集運搬及び中間処理業を営んでおり地球環境に配

慮した事業活動に努め、収集運搬及び中間処理によって生ずる様々な環境負荷を低減

し、安全で安心なサービスを提供してまいります。

『重点的に取り組む事項』

２．環境関連法規を遵守し、環境保全活動に積極的に取り組み、また環境教育及び訓練

の実施を行うことで全員に環境経営方針を周知し意識の向上を図ります。

１．電力、収集運搬車両の燃料消費を削減する為に継続的改善を実施し二酸化炭素排出

量の削減に努めます。



1.事業者名及び代表者名

　　　有限会社　儀間商店　　設立　昭和62年4月

　　　代表取締役　大木　基季

2.所在地

　　〒370-0347　群馬県太田市新田大根町1122-8

3.環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

　　　代表責任者　　代表取締役　大木　基季

　　　

　　　環境管理責任者　　　　　　大木　基季

　　　担当　　　　EA21事務局  　荻野　仁依

　　　　　　　　　サポート役　　茂木　瑛璃佳

　　　連絡先　　　　　　TEL　0276-57-2277

　　　　　　　　　　　　FAX　0276-57-4376

4.対象範囲 ：全組織全活動

5.事業の内容　　：再生資源卸売業

　　　　・鉄、非鉄金属等の再生資源の収集及び販売

　　　　・産業廃棄物中間処理業

　　　　・産業廃棄物収集運搬業

6.事業の規模

　　　資本金　　　300万円　

　　　売上高　　　7億6317万円（令和4年度)

　　　事業年度　　4月1日から3月31日

　　　従業員人数　9名

　　　就業時間　8：00～17：00

　　　年間稼働日数　　303日

　　　敷地面積　　　3,436㎡（1030坪）　

：2018年6月19日

　Ⅱ．会社概要・事業内容

7.認証登録日



圧縮 切断

[8.6t/日] [166.3t/日]

県名 許可番号 許可の年月日 許可の有効期限

群馬県 1000014028 平成31年3月1日 平成36年2月29日

埼玉県 1104014028 平成34年12月21日 平成39年12月1日

東京都 3-00-014028 平成34年12月8日 平成39年12月7日

①事業区分　　収集、運搬

②許可の条件　　なし

（石綿含有産業廃棄物を含む）

③産業廃棄物の種類　廃プラスチック類、紙くず、木く

ず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器

くず、がれき類

　　　　　　Ⅲ．許可の概要

⑴　産業廃棄物中間処理業許可

⑵　産業廃棄物収集運搬業許可

群馬県許可番号

許可の年月日

許可の有効期限

事業の区分

産業廃棄物の種類

設備の種類

処理能力

1020014028

平成31年7月21日

平成36年7月20日

中間処理（圧縮、切断）

①廃プラスチック類②金属くず③ガラスく
ず・コンクリートくず及び陶磁器くず

※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器

くずは付着物程度の物に限る。



⑶　収集運搬車両

15t大型…1台

４ｔユニック・・・１台

４ｔ・・・１台

４ｔアームロール・・・１台

８ｔ・・・１台

⑷　重機

ショベルローダー（バケット付）…1台

フォークリフト・・・2台

油圧ショベル（マグネエース）・・・3台

油圧ショベル（グラップル）・・・１台

⑸　処理設備

ニューギロ（切断）…1機

ダブリングシャ―（切断、圧縮）・・・1機

　　Ⅳ車両・設備一覧



中間処理

（圧縮）

↓

金属くず

↓

保管

↓ ↓ ↓

委託処理

（処分）

↓

廃プラスチック類、金属く
ず、ガラスくず・コンクリー
トくず及び陶磁器くず

↓

保管

再資源化（売却）

　　　 V.処理工程図

処理前保管場所

↓

事前選別

↓

中間処理

（圧縮切断）

排出業者

↓

収集運搬業者

↓

トラックスケールによる計量

↓



廃棄物等種類 処分方法等 処理量（t）

廃プラ類 73.8
木屑くず 29.6
金属くず 146
ガラス及び陶磁器くず 4.1

253.5

金属屑 切断 146
廃プラ類 破砕 0

金属屑
再生（製鋼所へ
売却）

146

廃プラ類
再生（破砕後、
分別し製鋼所へ
売却）

146

146

0

廃プラ類
安定型最終処
分場（委託）

木屑くず

金属くず
再生（製鋼所へ
売却）

146

廃プラ類
再生（破砕後、
分別し製鋼所へ
売却）

146

146

⑷中間
処理後
の産業
廃棄物

最終処
分

再資源
化等

再資源化等量小計

　　中間処理後処分量合計

　　VI.受諾した産業廃棄物の量

うち再
資源化
等

再資源化等量小計

中間処理合計

⑶最終処分

最終処分量合計

　　       　　  （　2022年　　4月　～　2023年　　3月）

処理方法等

⑴収集運搬 　

収集運搬量合計

⑵中間処理



【環境委員会】

（年2回開催）

職名

環境委員会

最高責任者･環境管理責任者･事務局・サポート役で構成し、年2回
環境管理責任者が召集する。環境経営目標の設定、環境経営活動計
画の策定及び進捗管理について協議する。環境管理責任者が必要と
認めた者は出席することができる。

事務局

サポート役

役割

【代表取締役　大木　基季】

①環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者
には、現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。

②エコアクション21の構築・運用･維持に必要な経営諸資源（人

材・　資金・機器・設備・技術・技能を含む）を準備する。

③環境経営方針を制定する。

④エコアクション21の構築･運用に関する情報を収集し、環境経営方針・
環境経営目標をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に応じ改訂を
指示する。

【荻野　仁依】

①事務局として、環境管理責任者を補佐し　エコアクション21関す

る実務全般を所管する。

【茂木　瑛璃佳】

①外部からの苦情等の受付と対応及び結果報告をし、スクラップ

ヤード・事務のエコアクション21に関する業務のサポートを行う。

【サポート役】

茂木　瑛璃佳

最高責任者

環境管理責任者

【大木　基季】

①エコアクション21に関する経営諸資源の合理的･効果的な運用を

図り、目的を達成するために環境委員会を運営する。

②エコアクション21の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による

見直しのための情報として、構築･運用に関する情報を最高責任者
に提供する。

【環境管理責任者】

代表取締役

大木　基季

【事務局】

荻野　仁依

　　　VII. EA21推進体制

【最高責任者】

代表取締役

大木　基季



Ⅷ.環境経営目標及び環境経営活動計画の実績・取組結果とその評価

2020年度実績を基準として、2021年度から2024年度迄の４年間の目標設定し取組をスタートした。

2020年

基準年 目標
実績

（評価）
目標

実績

（評価）
目標

実績

（評価）
目標

実績

（評価）

1
処理量1000ｔ当りの二酸

化炭素総排出量の削減

ｋｇ-CO2

/1000ｔ
25784 25526

18607

（〇） 25268

17861

（〇） 25010 24752

2
処理量1000t当たり産業廃

棄物の削減
kg/1000t 1091 1080

934

（〇）
1069.00

888

（〇）
1059.00 1048.00

3
処理量1000ｔ当りの水資

源投入量の削減
ｍ3/1000t 37.15 36.78

40.63

（×）
36.41

36.41

(〇)
36.04 35.67

4 グリーン購入の推進 点 - 現状把握
ｸﾞﾘｰﾝ購入

の選定

ｸﾞﾘｰﾝ購

入の選定

ｸﾞﾘｰﾝ購入

の選定

5 業務効率化の推進 ‐ - 現状把握
改善の徹

底

改善の徹

底

改善の徹

底

二酸化炭素総排出量 ｋｇ-CO2 297036

水質資源投入量 ㎥ 428

産業廃棄物総発生量 kg 12572 11774 11070

※二酸化炭素排出量の計算には、0.441(kg-CO2/kWh)の排出係数を使用しています。

 　　　　　　　　　　　　　　→東京電力エナジーパートナー（株）2019年度調整後ＣO2排出係数0.441(kg-CO2/kWh)を使用

2024年

項目

2022年 2023年2021年

234444 222729

512 454



2022年度の活動計画のの取組結果と評価並びに2023年度取組内容を記載しております。

環境経営活動計画 環境経営活動計画の取組結果とその評価

1.二酸化炭素排出量の削減

①車両別燃料消費量の調査

②軽油削減方法の検討

③エアコン清掃の実施 次年度の取組内容

④エコドライブ推進

⑤社用車の点検・整備

⑥電力、ガソリン量の集計

⑦目標達成状況・活動進捗状況確認

2.廃棄物排出量の削減

①分別ルールの徹底

②廃棄物置場の整備

③産廃業者との契約書の確認

④裏紙使用ルールの徹底 次年度の取組内容

⑤目標達成状況・活動進捗状況確認 置き場のレイアウトや整理整頓を進めることで、仕分けの効率向上を図っていく。

3.水資源投入量の削減 環境経営活動計画の取組結果とその評価

①毎月のメータの確認（漏水防止） 使用量は目標対比100％で丁度目標達成することができた。以前は一時的に使用量が増

②節水表示（手洗い場・トイレ） えた背景もあった為、通常の使用量に戻った感覚に近い。

➂増量ノズルへの交換 次年度の取組内容

④トイレの節水 引き継付き、活動の定着を目指し、声掛けや無駄な使用を控える。

⑤目標達成状況・活動進捗状況確認

4.グリーン購入の推進 環境経営活動計画の取組結果とその評価

①購入品の調査 引き続き購入品が必要かどうかの検討をし、グリーン購入に繋がるかを模索した。

②グリーン購入品の選定 購入媒体も偏りがあったが、色々な媒体を比較して検討して購入の流れができた。

③グリーン購入品の決定 次年度の取組内容

引き続き目標値を達成できるよう活動する。

5.業務効率化の推進 環境経営活動計画の取組結果とその評価

①ペーパーレス化の徹底 チームズのアプリやLINEを有効活用することで、資料や情報共有がスムーズになり、

②ｵﾝﾗｲﾝMTの積極的な活用 ペーパーレスに繋がった場面が増えてきている。

次年度の取組内容

日々の重機や車両及び機械類のメンテナンスは今後も継続して強化しする。修理箇所が必要

な箇所もあるので、改善の検討もしていく。ギロチンの入れ替えによって数値が大きく変化

したので、本年をベースにして来期はしっかりと比較していく。

二酸化炭素排出量目標は、目標対比141.5％と大幅に目標達成することができた。電力に関し

ては使用量が前年比で23,140ｋWhも削減できたことが大きく、具体的な取り組みというより

かはギロチンの入替による性能効率の向上によるものである。各重機や車両の点検表を作成

し、毎日チェックする習慣は継続して取り組めている。

環境経営活動計画の取組結果とその評価

廃棄物排出量は目標対比120.4％と目標を達成することができた。引き続き仕分けの意識を高

く持ち継続して取り組めたことと、ヤードが整理整頓できたことで、仕分けの効率向上も好

循環を生むことにつながった。

本社（浜屋）では更にシステムのアップデートを実施しているので、儀間商店でも同じよう

に導入できるシステムや仕組みがないかを連携をとり検討していきたい。

　　Ⅸ.2022年度環境経営活動計画の取組結果とその評価/

　　2023年度の環境経営目標及び環境経営活動計画(前ﾍﾟｰｼﾞ含む)



　Ⅹ.環境関連法規制等の遵守状況

1．当社に適用となる主な環境関連法規

法規制等の名所 遵守状況

騒音規制法 遵法

振動規制法 遵法

浄化槽法 遵法

フロン排出抑制法 遵法

道路交通法 遵法

労働安全規則 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2023年4月25日の環境関連法規遵守状況の確認において、

環境関連法規への違反はありません。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

Ⅺ.代表者による全体評価と見直し・指示結果

廃棄物処理法

売上と取り扱い処理量も前年比で増加したが、ギロチンの入れ替えにより大幅に電力使用量が削減で

きたことで、結果として二酸化炭素の排出量を削減できたは大きな成果といえる。それに伴い、廃棄

物排出量と水資源の投入量も削減でき、目標達成できたので、今年度もしっかりと継続して目標達成

に向けて活動していきたい。

遵法

3か月に1回以上の簡易点検の実施

輸送の安全性の向上、過労運転の防止、積載量の遵守

始業前点検の実施

主な遵守事項

特定施設の届出

特定施設の届出

保守点検実施、法定検査実査

委託基準（契約書.許可書）マニフェスト交付.保存及

び交付状況報告


